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施策目標のＰＤＣＡ 

 

１ 要旨 

  広島県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）に基づきＰＤ

ＣＡサイクルを実施する。 

 

２ 方針 
 ① 実施効果の検証については，県と市町の国民健康保険（以下「国保」と 

いう。）の担当課長で構成する広島県国民健康保険連携会議（以下「連携会
議」という。）において，毎年度適切な時期に評価を行うこととしている。 

② そのため，具体的な目標を指数化する。 
 

３ スケジュール 

日程 事項 
 

 

平成 30 年 11 月 ・県・市町で「成果目標」に係る計画（点検シート）（案）

を協議 

 

 

平成 30 年 12 月 ・市町は，「成果目標」に係る計画（点検シート）を作成  

平成 31 年 1 月 ・市町は，連携会議で「成果目標」の目標値等を報告 

・県は，報告のあった「成果目標」の目標値等を公表 

 

平成 31 年度以降 ・市町は，連携会議で「成果目標」の計画（点検シート）

の進捗状況を報告 

・県は，報告のあった進捗状況を公表 

 

 

 
ＰＤＣＡサイクルの実施 

区 分 内 容 
行動者 

県 市町 
Plan（計画） 
    

運営方針により実施目標を設定 ○ ○ 

Do（実施） 
    

運営方針に基づいた実施 ○ ○ 

Check（評価） 取組状況を評価し，県へ報告 - ○ 
目標の取組状況の評価 ○ - 

Act（改善） 
 

課題を分析，改善策の検討，取組強化 ○ ○ 
市町の実施状況に対する指導・助言 ○ - 
実施目標の見直し ○ ○ 
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４ 成果目標等 

施策内容 目標 具体的な取組 成果目標 目標値 評価指標 

保険料率の

平準化 

統一保険料率をベー

スに市町ごとの収納

率を反映した準統一

の保険料率の実現 

・準統一の保険料率の

算定，提示 

・激変緩和措置（６年

間）の実施 

保険料率の準統一
を達成する。 
 

県の示す準統一の保険料
率により，全市町が保険
料率を決定 
（平成 36 年度） 
 

県が示す準統一の保険料率と市町の保険料
率の差が減少しているか。 
ただし，当面は保険料率の算定の元となる
「保険料収納必要額」が確保できる料率設
定としていることも評価指標に加える。 

医療費水準

の適正化 

保健医療計画，医療費

適正化計画との連携

や保険者努力支援制

度の活用により，全国

水準を踏まえた医療

費水準の達成 

・医療費水準の見える

化 

・医療費適正化対策 

・保健事業等の実施 

後発医薬品の使用
割合の向上 

80% 
（平成 32 年 9月） 

後発医薬品の使用割合が前年度より５ポイ
ント以上向上しているか。 

レセプト点検の充
実強化 
 

① 前年度実績を上回る。 
② 全国平均を上回る。 
（各年度）  

レセプト点検による一人当たり財政効果額
が前年度実績を上回っているか。 

特定健康診査の受
診率の向上 

60% 
（平成 35 年度） 

特定健康診査の受診率が前年度より５ポイ
ント以上向上しているか。 

特定保健指導の実
施率の向上 
 
 

60％ 
（平成 35 年度） 

 

① 特定保健指導の実施率が前年度より５
ポイント以上向上しているか。 

② 60％を達成している場合，前年度実績を
上回っているか。 

保険料（税）

徴収の 

適正化 

大都市対策を中心と

した収納率の向上 

 

・口座振替の原則化 口座振替率の向上 
 

前年度実績を上回る。 
（各年度） 

口座振替率（特別徴収世帯を除く。）が前年
度実績を上回っているか。 

収納率の向上 
 

収納率目標の達成 
（各年度） 

収納率目標を達成しているか。 

財政収支の

改善 
赤字（決算補填等目的

（保険料(税)の負担

緩和が中心）の法定外

一般会計繰入）の削減 

・赤字削減計画の策

定，実施 

赤字解消・削減計
画を策定した市町
は，計画を円滑に
実施し，赤字を解
消する。 

赤字市町 ０ 
（平成 36 年度） 

策定した「赤字解消・削減計画」の計画年
次ごと赤字削減予定額(率)を達成している
か。 

保険事務の

効率化 
広島県国民健康保険

団体連合会と連携し

た事務の統一化 

・事務の標準化 

・事務マニュアルの作

成 

   

平成３０年度における各市町施策目標は，別紙のとおり 

今後，成果目標等を検討します。 


